
１． 個室ビデオ店等における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成３０年１０月３１日（前回調査：平成２９年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

個室ビデオ店、カラオケボックス、漫画喫茶・インターネットカフェ及びテレフォ

ンクラブの用途に供する建築物又は建築物の部分 

〇 H20年10月1日に発生した大阪市浪速区の個室ビデオ店の火災 (排煙設備、非常用照明装置の不備

等の建築基準法違反あり。１６名が死亡) を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

 
（単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：今回(平成３０年１０月３１日時点)の調査結果  下段：前回(平成２９年１０月３１日時点)の調査結果 件数右側：前回からの増減 

(※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)個室ビデオ店等の用に供する建築物の部分以外に違反があるもの等、対象建築物の精査の結果、除外されたものがある。 

(※３)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※４)是正指導を行った物件のうち、用途廃止されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙１－１～１－３のとおり 

  

違反を把握した物件は3,368件で、このうち是正済みは2,386件。前回調査(平成29年10月31日時点)と

比べ、是正済みは107件増(2,279→2,386件)となった。 

是正率は67.7%（H29年）→70.8%となった。 
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別添 



一部是正済みの
物件数
(F)(※3)

是正計画が提出さ
れた物件数
(G)(※3)

1 北海道 394 394 131 131 34 3 10 97 74.0%

2 青森県 62 62 15 15 2 1 0 13 86.7%

3 岩手県 87 87 14 14 0 0 0 14 100.0%

4 宮城県 116 115 47 47 5 0 1 42 89.4%

5 秋田県 65 65 19 19 3 0 0 16 84.2%

6 山形県 74 74 26 26 2 0 0 24 92.3%

7 福島県 124 124 25 25 0 0 0 25 100.0%

8 茨城県 164 163 94 94 11 2 1 83 88.3%

9 栃木県 84 83 45 45 12 0 4 33 73.3%

10 群馬県 111 111 43 43 5 0 0 38 88.4%

11 埼玉県 344 333 164 164 41 7 14 123 75.0%

12 千葉県 334 328 192 192 60 19 21 132 68.8%

13 東京都 1,182 1,127 560 559 285 25 6 274 48.9%

14 神奈川県 488 477 92 92 35 5 8 57 62.0%

15 新潟県 124 122 18 18 1 0 1 17 94.4%

16 富山県 51 51 16 16 0 0 0 16 100.0%

17 石川県 76 76 21 21 0 0 0 21 100.0%

18 福井県 54 54 28 28 1 0 0 27 96.4%

19 山梨県 55 55 22 22 2 0 0 20 90.9%

20 長野県 141 141 47 47 6 2 2 41 87.2%

21 岐阜県 127 127 42 42 12 1 2 30 71.4%

22 静岡県 219 219 102 102 21 2 3 81 79.4%

23 愛知県 553 553 197 197 64 1 7 133 67.5%

24 三重県 102 101 50 50 10 0 1 40 80.0%

25 滋賀県 63 63 24 24 13 3 3 11 45.8%

26 京都府 139 139 43 43 0 0 0 43 100.0%

27 大阪府 829 813 512 512 127 17 44 385 75.2%

28 兵庫県 312 311 159 159 26 14 7 133 83.6%

29 奈良県 43 43 20 20 6 0 1 14 70.0%

30 和歌山県 68 68 17 17 4 2 2 13 76.5%

31 鳥取県 30 30 7 7 0 0 0 7 100.0%

32 島根県 39 39 9 9 1 0 0 8 88.9%

33 岡山県 123 120 36 35 18 0 2 17 47.2%

34 広島県 136 136 38 38 3 1 1 35 92.1%

35 山口県 68 68 29 29 5 0 0 24 82.8%

36 徳島県 44 44 15 15 4 0 0 11 73.3%

37 香川県 47 47 28 28 5 3 3 23 82.1%

38 愛媛県 78 78 13 13 5 0 0 8 61.5%

39 高知県 41 41 18 18 6 0 3 12 66.7%

40 福岡県 311 308 144 144 40 9 13 104 72.2%

41 佐賀県 42 42 18 18 4 0 3 14 77.8%

42 長崎県 112 112 37 37 17 2 8 20 54.1%

43 熊本県 107 107 31 31 21 0 1 10 32.3%

44 大分県 50 50 15 15 2 0 0 13 86.7%

45 宮崎県 52 52 4 4 1 0 0 3 75.0%

46 鹿児島県 121 121 46 46 25 1 12 21 45.7%

47 沖縄県 171 170 95 95 35 5 7 60 63.2%

8,157 8,044 3,368 3,366 980 125 191 2,386 70.8%合計

是正率
H/C

別紙1-1
平成30年10月31日時点

調査対象物件数
(A)(※1) 調査済みの物件数

(B)

（１）個室ビデオ店等に係るフォローアップ調査の状況（都道府県別）

（※4）是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。

（※1）違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。

（※3）是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。

建築基準法令（防
火・避難関係規定）
に関する違反を把
握した物件数
（C）)(※2)

是正指導を行った
物件数
(D)

是正指導中の
物件数
(E)

是正済みの物件数
（H）（※4）

（※2）個室ビデオ店等の用に供する建築物の部分以外に違反があるもの等、対象建築物の精査の結果、除外されたものがある。



一部是正
済みの
物件数
(※3)

是正計画
が提出され

た
物件数
(※3)

一部是正
済みの
物件数
(※3)

是正計画
が提出され

た
物件数
(※3)

北海道 36 36 29 29 7 0 3 22 298 298 72 72 20 3 3 52

青森県 2 2 2 2 0 0 0 2 50 50 11 11 2 1 0 9

岩手県 3 3 2 2 0 0 0 2 71 71 11 11 0 0 0 11

宮城県 8 8 8 8 2 0 1 6 88 87 32 32 3 0 0 29

秋田県 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62 17 17 3 0 0 14

山形県 2 2 1 1 0 0 0 1 62 62 20 20 1 0 0 19

福島県 1 1 0 0 0 0 0 0 107 107 20 20 0 0 0 20

茨城県 7 6 4 4 1 0 0 3 118 118 62 62 5 2 1 57

栃木県 0 0 0 0 0 0 0 0 63 62 26 26 7 0 1 19

群馬県 2 2 2 2 0 0 0 2 77 77 23 23 3 0 0 20

埼玉県 16 15 14 14 4 1 1 10 224 218 83 83 20 3 7 63

千葉県 27 25 21 21 10 2 2 11 215 213 118 118 35 10 10 83

東京都 149 120 85 85 50 3 1 35 650 636 269 269 145 16 3 124

神奈川県 66 55 11 11 6 1 2 5 298 298 55 55 22 2 4 33

新潟県 2 2 1 1 0 0 0 1 92 91 7 7 1 0 1 6

富山県 1 1 0 0 0 0 0 0 32 32 4 4 0 0 0 4

石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 57 57 14 14 0 0 0 14

福井県 2 2 2 2 0 0 0 2 37 37 15 15 0 0 0 15

山梨県 5 5 0 0 0 0 0 0 43 43 15 15 1 0 0 14

長野県 2 2 2 2 0 0 0 2 111 111 30 30 3 0 0 27

岐阜県 21 21 18 18 5 1 2 13 89 89 15 15 6 0 0 9

静岡県 35 35 24 24 2 1 1 22 154 154 62 62 16 1 2 46

愛知県 105 105 79 79 27 0 3 52 252 252 63 63 24 0 3 39

三重県 10 10 10 10 0 0 0 10 64 64 23 23 7 0 1 16

滋賀県 2 2 0 0 0 0 0 0 48 48 19 19 9 2 2 10

京都府 14 14 12 12 0 0 0 12 88 88 16 16 0 0 0 16

大阪府 145 144 131 131 40 6 23 91 519 505 283 283 70 8 14 213

兵庫県 33 33 30 30 5 4 3 25 207 207 87 87 15 8 3 72

奈良県 1 1 1 1 0 0 0 1 30 30 8 8 4 0 1 4

和歌山県 2 2 2 2 1 1 1 1 53 53 9 9 3 1 1 6

鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 6 6 0 0 0 6

島根県 1 1 1 1 0 0 0 1 29 29 4 4 1 0 0 3

岡山県 18 18 14 14 10 0 1 4 80 77 17 16 5 0 1 11

広島県 9 9 7 7 1 0 0 6 94 94 16 16 0 0 0 16

山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 56 56 21 21 4 0 0 17

徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36 13 13 3 0 0 10

香川県 1 1 1 1 0 0 0 1 34 34 17 17 4 3 3 13

愛媛県 2 2 0 0 0 0 0 0 62 62 12 12 4 0 0 8

高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37 16 16 5 0 3 11

福岡県 30 30 23 23 6 0 0 17 215 212 89 89 28 7 11 61

佐賀県 3 3 3 3 1 0 1 2 32 32 11 11 3 0 2 8

長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 94 94 32 32 14 0 7 18

熊本県 2 2 2 2 2 0 2 0 90 90 27 27 18 0 1 9

大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 10 10 2 0 0 8

宮崎県 2 2 0 0 0 0 0 0 38 38 3 3 1 0 0 2

鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 35 35 25 1 12 10

沖縄県 1 1 0 0 0 0 0 0 151 150 87 87 32 5 7 55

合計 768 723 542 542 180 20 47 362 5,477 5,431 1,905 1,904 574 73 104 1,330

（１）個室ビデオ店等に係るフォローアップ調査の状況（種類別・都道府県別内訳）
別紙1-2

平成30年10月31日時点

（※1）違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。

（※2）個室ビデオ店等の用に供する建築物の部分以外に違反があるもの等、対象建築物の精査の結果、除外されたものがある。

（※3）是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。

個室ビデオ
店の

物件数(※
1)

カラオケ
ボックスの
物件数
(※1)

（※4）是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。

是正指導
中の
物件数

是正済み
の

物件数
(※4)

是正指導
中の
物件数

是正済み
の

物件数
(※4)

建築基準
法令（防
火・避難関
係規定）に
関する違反
を把握した
物件数
(※2)

建築基準
法令（防
火・避難関
係規定）に
関する違反
を把握した
物件数
(※2)

是正指導を
行った
物件数

調査済み
の

物件数

調査済み
の

物件数
是正指導を
行った
物件数



一部是正
済みの
物件数
(※3)

是正計画
が提出され

た
物件数
(※3)

一部是正
済みの
物件数
(※3)

是正計画
が提出され

た
物件数
(※3)

北海道 44 44 19 19 3 0 0 16 16 16 11 11 4 0 4 7

青森県 9 9 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

岩手県 13 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

宮城県 20 20 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

秋田県 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1

山形県 9 9 4 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1

福島県 16 16 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

茨城県 33 33 22 22 3 0 0 19 6 6 6 6 2 0 0 4

栃木県 14 14 12 12 3 0 2 9 7 7 7 7 2 0 1 5

群馬県 26 26 14 14 1 0 0 13 6 6 4 4 1 0 0 3

埼玉県 97 96 63 63 16 3 6 47 7 4 4 4 1 0 0 3

千葉県 88 88 51 51 15 7 9 36 4 2 2 2 0 0 0 2

東京都 371 367 205 204 89 6 2 115 12 4 1 1 1 0 0 0

神奈川県 122 122 24 24 6 2 2 18 2 2 2 2 1 0 0 1

新潟県 23 22 6 6 0 0 0 6 7 7 4 4 0 0 0 4

富山県 17 17 11 11 0 0 0 11 1 1 1 1 0 0 0 1

石川県 19 19 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

福井県 14 14 10 10 1 0 0 9 1 1 1 1 0 0 0 1

山梨県 5 5 5 5 0 0 0 5 2 2 2 2 1 0 0 1

長野県 28 28 15 15 3 2 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0

岐阜県 16 16 8 8 1 0 0 7 1 1 1 1 0 0 0 1

静岡県 30 30 16 16 3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0

愛知県 188 188 48 48 12 1 1 36 8 8 7 7 1 0 0 6

三重県 27 26 16 16 3 0 0 13 1 1 1 1 0 0 0 1

滋賀県 13 13 5 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

京都府 37 37 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0

大阪府 157 156 91 91 15 3 7 76 8 8 7 7 2 0 0 5

兵庫県 71 70 41 41 6 2 1 35 1 1 1 1 0 0 0 1

奈良県 12 12 11 11 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

和歌山県 11 11 6 6 0 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 0

鳥取県 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

島根県 9 9 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

岡山県 23 23 3 3 1 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0

広島県 27 27 11 11 1 1 1 10 6 6 4 4 1 0 0 3

山口県 11 11 7 7 1 0 0 6 1 1 1 1 0 0 0 1

徳島県 8 8 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

香川県 12 12 10 10 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0

愛媛県 14 14 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高知県 4 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

福岡県 63 63 29 29 5 2 1 24 3 3 3 3 1 0 1 2

佐賀県 7 7 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

長崎県 18 18 5 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

熊本県 14 14 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0

大分県 7 7 4 4 0 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 1

宮崎県 12 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

鹿児島県 18 18 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

沖縄県 19 19 8 8 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

合計 1,803 1,794 845 844 206 32 36 635 109 96 76 76 20 0 6 56

（※4）是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。

（※1）違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。

（※2）個室ビデオ店等の用に供する建築物の部分以外に違反があるもの等、対象建築物の精査の結果、除外されたものがある。

（※3）是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。

（１）個室ビデオ店等に係るフォローアップ調査の状況（種類別・都道府県別内訳）
別紙1-3

平成30年10月31日時点
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２． 未届の有料老人ホームにおける違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成３０年１０月３１日（前回調査：平成２９年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

老人福祉法第２９条による届出がなされていない有料老人ホーム※ 
※ その後届出を行ったものは、老人福祉法上｢未届｣ではなくなるが、本調査においては引き続きフォロー

アップの対象としている。 

〇 H21年3月19日に発生した渋川市の有料老人ホームの火災 (老人福祉法に基づく届出を行っていなか

った有料老人ホームで、主要な間仕切り壁が準耐火構造でない等の建築基準法違反あり。入居者１０

名が死亡) を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

違反を把握した物件は637件で、このうち是正済みは328件。前回調査(平成29年10月31日時点)と比

べ、是正済みは28件増(300→328件)となった。 

是正率は48.4%（H29年）→51.5%となった。 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H30.10.31時点） 

前回調査 

（H29.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※１)(Ａ) １，５３９ １，５０１ ３８ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １，４１８ １，３４９ ６９ 

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数(Ｃ) 

６３７ ６２０ １７ 

  是正指導を行った物件数(Ｄ) ６３７ ６１５ ２２ 

   是正指導中の物件数(Ｅ) ３０８ ３１５ ▲７ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｆ) ５７ ４９ ８ 

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｇ) ８９ ８５ ４ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｈ) ３２８ ３００ ２８ 

是正率 （Ｈ）／（Ｃ） ５１．５％ ４８．４％  

(※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙２のとおり 

  



一部是正済みの
物件数
(F)(※2)

是正計画が提出さ
れた物件数
(G)(※2)

1 北海道 558 492 187 187 138 11 47 49 26.2%

2 青森県 7 7 6 6 0 0 0 6 100.0%

3 岩手県 3 3 2 2 0 0 0 2 100.0%

4 宮城県 3 3 3 3 0 0 0 3 100.0%

5 秋田県 5 5 1 1 0 0 0 1 100.0%

6 山形県 4 2 2 2 0 0 0 2 100.0%

7 福島県 3 3 1 1 1 0 1 0 0.0%

8 茨城県 13 13 11 11 0 0 0 11 100.0%

9 栃木県 19 19 8 8 3 0 2 5 62.5%

10 群馬県 26 26 20 20 1 1 1 19 95.0%

11 埼玉県 6 6 5 5 2 1 1 3 60.0%

12 千葉県 58 49 40 40 26 10 11 14 35.0%

13 東京都 58 54 40 40 29 13 9 11 27.5%

14 神奈川県 116 112 67 65 28 10 7 37 55.2%

15 新潟県 22 22 1 1 1 1 0 0 0.0%

16 富山県 16 16 3 3 0 0 0 3 100.0%

17 石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 －

18 福井県 1 1 0 0 0 0 0 0 －

19 山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 －

20 長野県 10 8 3 3 0 0 0 3 100.0%

21 岐阜県 20 20 13 13 3 2 2 10 76.9%

22 静岡県 19 19 14 14 3 0 0 11 78.6%

23 愛知県 71 58 21 21 12 1 0 9 42.9%

24 三重県 36 36 20 20 3 1 0 17 85.0%

25 滋賀県 5 5 2 4 4 0 0 0 －

26 京都府 6 5 4 4 1 0 0 3 75.0%

27 大阪府 194 191 25 25 13 2 4 12 48.0%

28 兵庫県 11 11 10 10 3 1 1 7 70.0%

29 奈良県 5 5 2 2 0 0 0 2 100.0%

30 和歌山県 11 10 5 5 0 0 0 5 100.0%

31 鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 －

32 島根県 1 1 0 0 0 0 0 0 －

33 岡山県 21 21 14 14 1 0 0 13 92.9%

34 広島県 12 12 6 6 0 0 0 6 100.0%

35 山口県 1 1 0 0 0 0 0 0 －

36 徳島県 1 1 1 1 1 0 0 0 0.0%

37 香川県 1 1 1 1 0 0 0 1 100.0%

38 愛媛県 19 19 7 7 1 0 0 6 85.7%

39 高知県 16 10 3 3 2 0 0 1 33.3%

40 福岡県 32 32 20 20 5 0 0 15 75.0%

41 佐賀県 9 9 3 3 0 0 0 3 100.0%

42 長崎県 8 8 7 7 3 1 1 4 57.1%

43 熊本県 1 1 1 1 0 0 0 1 100.0%

44 大分県 11 10 9 9 5 0 0 4 44.4%

45 宮崎県 15 8 4 4 3 0 1 1 25.0%

46 鹿児島県 19 18 9 9 3 0 0 6 66.7%

47 沖縄県 66 65 36 36 14 2 1 22 61.1%

1,539 1,418 637 637 309 57 89 328 51.5%

別紙2
平成30年10月31日時点

調査対象件数
(A)(※1) 調査済みの物件数

(B)

建築基準法令（防
火・避難関係規定）
に関する違反を把
握した物件数（C）

是正指導を行った
物件数(D)

是正率
H/C

是正指導中の
物件数(E)

是正済みの物件数
（H）（※3）

（※3）是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。

合計

（※2）是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。

（２）未届の有料老人ホームに係るフォローアップ調査の状況（都道府県別）

（※1）違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。



３． ホテル・旅館等における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成３０年１０月３１日（前回調査：平成２９年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

次の①及び②のいずれにも該当するホテル及び旅館等。ただし、過去に消防部局が

｢適マーク｣を交付したこと、建築基準法に基づく定期報告がなされ指摘事項がなか

ったこと等から、建築基準法の防火・避難規定に適合していると考えられるものを

除く。 

① 当該建築物が３階以上(地階を除く。)のもの 

② 当該建築物(増築等が行われている建築物においては、当初の建築物)が昭和

４６年※以前に新築されたもの 
※ 排煙設備、非常用照明装置の設置等を義務化している。 

〇 H24年5月13日に発生した福山市のホテルの火災 (４階建 (昭和３５年、４３年築) のホテルで、耐火構

造でない等の建築基準法違反あり。宿泊客７名が死亡)を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

違反を把握した物件は952件で、このうち是正済みは400件。前回調査(平成29年10月31日時点)と比

べ、是正済みは19件増(381→400件)となった。 

是正率は39.9%（H29年）→42.0%となった。 
 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H30.10.31時点） 

前回調査 

（H29.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※１)(Ａ) １，９１９ １，９４３ ▲２４ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １，８０８ １，８２０ ▲１２ 

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数 (Ｃ) 

９５２ ９５５ ▲３ 

  是正指導を行った物件数(Ｄ) ９５１ ９５４ ▲３ 

   是正指導中の物件数(Ｅ) ５５１ ５７３ ▲２２ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｆ) ９８ ９３ ５ 

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｇ) ２４４ ２７３ ▲２９ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｈ) ４００ ３８１ １９ 

是正率 （Ｈ）／（Ｃ） ４２．０％ ３９．９％  

 (※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

 (※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙３のとおり  



一部是正済みの
物件数
(F)(※2)

是正計画が提出さ
れた物件数
(G)(※2)

1 北海道 17 17 12 12 5 3 4 7 58.3%

2 青森県 22 19 15 15 5 2 3 10 66.7%

3 岩手県 29 29 11 11 3 0 1 8 72.7%

4 宮城県 24 24 20 20 5 0 2 15 75.0%

5 秋田県 8 8 1 1 1 0 0 0 0.0%

6 山形県 43 33 13 13 7 0 4 6 46.2%

7 福島県 61 46 19 19 13 2 2 6 31.6%

8 茨城県 17 17 11 11 9 1 6 2 18.2%

9 栃木県 40 40 30 30 17 1 11 13 43.3%

10 群馬県 11 11 8 8 6 1 3 2 25.0%

11 埼玉県 15 15 13 13 3 1 2 10 76.9%

12 千葉県 13 12 10 10 9 1 3 1 10.0%

13 東京都 122 109 59 59 35 9 4 24 40.7%

14 神奈川県 63 59 30 30 15 3 6 15 50.0%

15 新潟県 12 12 3 3 2 0 0 1 33.3%

16 富山県 29 29 4 4 0 0 0 4 100.0%

17 石川県 59 48 23 23 13 1 6 10 43.5%

18 福井県 5 5 5 5 0 0 0 5 100.0%

19 山梨県 57 57 48 48 35 9 16 13 27.1%

20 長野県 73 64 48 48 21 1 12 27 56.3%

21 岐阜県 58 58 34 34 22 3 13 12 35.3%

22 静岡県 39 39 21 21 10 1 5 11 52.4%

23 愛知県 56 56 15 15 11 1 0 4 26.7%

24 三重県 87 87 37 37 27 7 13 10 27.0%

25 滋賀県 24 22 20 20 12 1 7 8 40.0%

26 京都府 74 38 29 29 14 0 7 15 51.7%

27 大阪府 159 159 102 102 80 12 32 22 21.6%

28 兵庫県 97 97 43 43 20 11 13 23 53.5%

29 奈良県 20 20 12 12 10 0 1 2 16.7%

30 和歌山県 67 67 12 12 5 0 3 7 58.3%

31 鳥取県 27 27 4 4 3 0 3 1 25.0%

32 島根県 11 11 8 8 4 0 0 4 50.0%

33 岡山県 23 23 15 15 9 1 6 6 40.0%

34 広島県 55 54 23 23 8 2 7 15 65.2%

35 山口県 22 22 0 0 0 0 0 0 －

36 徳島県 21 21 9 9 7 1 2 2 22.2%

37 香川県 14 14 13 13 7 4 6 6 46.2%

38 愛媛県 53 53 12 12 9 2 0 3 25.0%

39 高知県 10 10 7 7 4 3 0 3 42.9%

40 福岡県 46 46 28 28 9 2 4 19 67.9%

41 佐賀県 41 41 19 19 14 0 14 5 26.3%

42 長崎県 20 20 18 18 10 3 1 8 44.4%

43 熊本県 67 67 23 23 10 1 2 13 56.5%

44 大分県 38 37 20 19 11 2 4 8 40.0%

45 宮崎県 13 13 8 8 3 2 3 5 62.5%

46 鹿児島県 31 31 16 16 9 0 6 7 43.8%

47 沖縄県 26 21 21 21 19 4 7 2 9.5%

1,919 1,808 952 951 551 98 244 400 42.0%

（※3）是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。

（※1）違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。

（※2）是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。

合計

是正指導を行った
物件数(D)

建築基準法令（防
火・避難関係規定）
に関する違反を把
握した物件数（C）

調査済みのものの
件数（Ｂ）

是正指導中の
物件数(E)

（3）ホテル･旅館等に係るフォローアップ調査の状況（都道府県別）

是正率
H/C

調査対象件数
(A)(※1)

是正済みのものの
件数（H）(※3)

別紙3
平成30年10月31日時点



４． 病院及び診療所における違反是正状況に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成３０年１０月３１日（前回調査：平成２９年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 

次の①又は②のいずれかに該当する病院及び診療所(患者の収容施設があるものに

限る。以下同じ。)。 

① 地階又は３階以上の階を病院又は診療所の用途に供するもの 

② 病院又は診療所の用途に供する部分の床面積の合計が３００㎡以上のもの

(平屋建てのものを除く。) 

〇 H25年10月11日に発生した福岡市の診療所の火災 (建築確認の届出をせずに増築し、増築に伴い改

修すべき防火戸を放置する等の建築基準法違反あり。診療所部分の面積は約４００㎡。入院患者等１０

名が死亡) を契機として調査を行っているもの。 

 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等(是正済み、一部是正済み、是正計画の提出等) 

 

（５）調査結果概要（報告） 

 

イ） 無届による増改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の当該部分の建築基準法令への

適合状況 

無届による増改築等が行われていることを把握した物件は611件。 

当該増改築等の部分について違反を把握した物件は509件で、このうち是正済みは299件。前回調

査(平成29年10月31日時点)と比べ、是正済みは19件増(280→299件)となった。 

是正率は55.7%（H29年）→58.7%となった。 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H30.10.31時点） 

前回調査 

（H29.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※１)(Ａ) １５，６３７ １５，８１０ ▲１７３ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １４，６６５ １４，５８２ ８３ 

 無届による増改築等を把握した物件数(Ｃ) ６１１ ６０９ ２ 

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数(Ｄ) 

５０９ ５０３ ６ 

  是正指導を行った物件数(Ｅ) ５０９ ５０３ ６ 

   是正指導中の物件数(Ｆ) ２１０ ２２３ ▲１３ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｇ) ７０ ６９ １ 

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｈ) １１０ １１７ ▲７ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｉ) ２９９ ２８０ １９ 

是正率 （Ｉ）／（Ｄ） ５８．７％ ５５．７％  

 (※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 



 

 

 

 

ロ） 防火設備の状況 

違反を把握した物件は1,748件で、このうち是正済みは1,358件。前回調査(平成29年10月31日時点)

と比べ、是正済みは22件増(1,336→1,358件)となった。 

是正率は76.0%（H29年）→77.6%となった。 

 

（単位：件） 

 今回調査 

（H30.10.31時点） 

前回調査 

（H29.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

調査対象物件数(※1)(Ａ) １５，６３７ １５，８１０ 

 

▲１７３ 

 調査済みの物件数(Ｂ) １４，６４４ １４, ６８５ ▲４１ 

 建築基準法(防火・避難関係規定)に関する違反を把

握した物件数(Ｃ) 

１，７４９ １，７５８ ▲９ 

  是正指導を行った物件数(Ｄ) １，７４８ １，７５４ ▲６ 

   是正指導中の物件数(Ｅ) ３９０ ４１８ ▲２８ 

   一部是正済みの物件数（※２）(Ｆ) ４６ ４４ ２ 

是正計画が提出された物件数（※２）(Ｇ) １７５ １６８ ７ 

  是正済みの物件数（※３）(Ｈ) １，３５８ １，３３６ ２２ 

是正率 （Ｈ）／（Ｃ） ７７．６％ ７６．０％  

 

(※１)違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 

(※２)是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。 

(※３)是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙４－１及び４－２のとおり 



一部是正済みの
物件数
(F)(※2)

是正計画が提出さ
れた物件数
(G)(※2)

1 北海道 823 684 17 9 9 0 0 0 9 100.0%

2 青森県 227 181 9 6 6 2 2 2 4 66.7%

3 岩手県 164 164 1 1 1 0 0 0 1 100.0%

4 宮城県 263 246 5 5 5 0 0 0 5 100.0%

5 秋田県 123 118 1 1 1 0 0 0 1 100.0%

6 山形県 124 95 0 0 0 0 0 0 0 －

7 福島県 224 224 7 7 7 5 3 5 2 28.6%

8 茨城県 386 386 9 9 9 4 0 0 5 55.6%

9 栃木県 226 226 3 2 2 1 0 0 1 50.0%

10 群馬県 241 241 5 5 5 1 1 0 4 80.0%

11 埼玉県 543 543 20 17 17 9 4 7 8 47.1%

12 千葉県 491 372 42 38 38 16 10 14 22 57.9%

13 東京都 872 816 93 85 85 61 19 16 24 28.2%

14 神奈川県 663 648 43 37 37 21 6 9 16 43.2%

15 新潟県 149 149 3 3 3 0 0 0 3 100.0%

16 富山県 161 161 2 2 2 0 0 0 2 100.0%

17 石川県 161 161 3 3 3 0 0 0 3 100.0%

18 福井県 118 118 1 1 1 0 0 0 1 100.0%

19 山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 －

20 長野県 209 181 2 2 2 1 0 0 1 50.0%

21 岐阜県 302 302 10 5 5 3 0 2 2 40.0%

22 静岡県 366 366 36 8 8 3 0 2 5 62.5%

23 愛知県 814 794 7 7 7 4 0 4 3 42.9%

24 三重県 218 218 5 5 5 2 0 1 3 60.0%

25 滋賀県 92 90 5 5 5 1 0 0 4 80.0%

26 京都府 292 98 20 19 19 9 2 5 10 52.6%

27 大阪府 832 782 22 19 19 8 4 7 11 57.9%

28 兵庫県 566 566 17 17 17 8 6 7 9 52.9%

29 奈良県 108 54 9 6 6 4 0 1 2 33.3%

30 和歌山県 94 94 0 0 0 0 0 0 0 －

31 鳥取県 100 100 3 3 3 2 0 0 1 33.3%

32 島根県 74 74 7 7 7 1 0 0 6 85.7%

33 岡山県 295 295 7 4 4 2 0 2 2 50.0%

34 広島県 378 335 23 23 23 3 0 2 20 87.0%

35 山口県 342 342 3 2 2 0 0 0 2 100.0%

36 徳島県 225 225 5 5 5 3 1 2 2 40.0%

37 香川県 194 98 2 2 2 0 0 0 2 100.0%

38 愛媛県 297 297 9 9 9 5 1 4 4 44.4%

39 高知県 189 189 4 2 2 2 0 0 0 0.0%

40 福岡県 1,041 1,041 58 47 47 4 3 3 43 91.5%

41 佐賀県 322 322 12 9 9 1 0 1 8 88.9%

42 長崎県 364 364 31 31 31 9 6 6 22 71.0%

43 熊本県 497 497 3 3 3 2 0 1 1 33.3%

44 大分県 358 299 10 10 10 3 1 2 7 70.0%

45 宮崎県 311 311 20 13 13 5 1 3 8 61.5%

46 鹿児島県 659 659 13 12 12 3 0 0 9 75.0%

47 沖縄県 139 139 5 3 3 2 0 2 1 33.3%

15,637 14,665 612 509 509 210 70 110 299 58.7%

（※3）是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。

（※2）是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。

（※1）違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。

別紙4-1
平成30年10月31日時点

合計

（４）病院及び診療所に係るフォローアップ調査の状況（都道府県別）
①無届による増改築等の有無及び無届による増改築等があった場合の当該部分の建築基準法令への適合状況

是正率
H/C

調査対象件数
(A)(※1) 調査済みのものの

件数（Ｂ）

無届による増改築
等を把握した物件
数
(B)

建築基準法令に関
する違反を把握し
た物件数（C）

是正指導を行った
物件数(D) 是正指導中の

物件数(E)
是正済みの物件数
（H）(※3)



一部是正済みの
物件数
(F)(※2)

是正計画が提出さ
れた物件数
(G)(※2)

1 北海道 823 710 59 59 0 0 0 59 100.0%

2 青森県 227 176 7 7 1 0 1 6 85.7%

3 岩手県 164 164 7 7 2 0 0 5 71.4%

4 宮城県 263 247 13 12 2 0 1 10 76.9%

5 秋田県 123 118 15 15 2 0 0 13 86.7%

6 山形県 124 117 4 4 1 0 1 3 75.0%

7 福島県 224 224 28 28 1 0 1 27 96.4%

8 茨城県 386 386 42 42 9 0 5 33 78.6%

9 栃木県 226 226 9 9 0 0 0 9 100.0%

10 群馬県 241 241 8 8 0 0 0 8 100.0%

11 埼玉県 543 543 40 40 7 0 4 33 82.5%

12 千葉県 491 374 60 60 14 4 7 46 76.7%

13 東京都 872 829 152 152 94 14 16 58 38.2%

14 神奈川県 663 654 73 73 14 2 5 59 80.8%

15 新潟県 149 149 12 12 0 0 0 12 100.0%

16 富山県 161 161 2 2 0 0 0 2 100.0%

17 石川県 161 161 12 12 0 0 0 12 100.0%

18 福井県 118 118 2 2 0 0 0 2 100.0%

19 山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 －

20 長野県 209 199 50 50 16 1 6 34 68.0%

21 岐阜県 302 302 50 50 9 0 2 41 82.0%

22 静岡県 366 366 43 43 3 0 2 40 93.0%

23 愛知県 814 498 65 65 19 2 9 46 70.8%

24 三重県 218 218 15 15 9 1 1 6 40.0%

25 滋賀県 92 90 25 25 3 1 0 22 88.0%

26 京都府 292 139 66 66 6 1 5 60 90.9%

27 大阪府 832 802 170 170 59 6 22 111 65.3%

28 兵庫県 566 565 49 49 5 1 3 44 89.8%

29 奈良県 108 55 13 13 3 0 2 10 76.9%

30 和歌山県 94 94 8 8 2 0 1 6 75.0%

31 鳥取県 100 100 5 5 1 0 0 4 80.0%

32 島根県 74 74 9 9 0 0 0 9 100.0%

33 岡山県 295 295 22 22 7 0 7 15 68.2%

34 広島県 378 374 61 61 1 0 17 60 98.4%

35 山口県 342 342 21 21 4 0 4 17 81.0%

36 徳島県 225 225 24 24 1 0 1 23 95.8%

37 香川県 194 184 20 20 1 0 1 19 95.0%

38 愛媛県 297 297 48 48 6 0 4 42 87.5%

39 高知県 189 189 20 20 12 0 0 8 40.0%

40 福岡県 1,041 1,041 155 155 11 1 7 144 92.9%

41 佐賀県 322 322 23 23 1 0 1 22 95.7%

42 長崎県 364 364 71 71 27 5 16 44 62.0%

43 熊本県 497 497 49 49 4 1 3 45 91.8%

44 大分県 358 305 35 35 8 4 1 27 77.1%

45 宮崎県 311 311 13 13 1 0 1 12 92.3%

46 鹿児島県 659 659 51 51 9 0 6 42 82.4%

47 沖縄県 139 139 23 23 15 2 12 8 34.8%

15,637 14,644 1,749 1,748 390 46 175 1,358 77.6%

（※3）是正指導を行った物件のうち、用途廃止が確認されたものを含む。

合計

（※1）違反が把握されないまま、前回の調査以降に用途廃止が確認されたものは件数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。

是正済みの物件数
（H）(※3)

（※2）是正計画が提出された物件数と一部是正済みの物件数とは、一部重複がある。

（４）病院及び診療所に係るフォローアップ調査の状況（都道府県別）
②防火設備の状況

別紙4-2
平成30年10月31日時点

調査対象件数
(A)(※1) 調査済みのものの

件数（Ｂ）
是正率
H/C

防火設備の状況
（管理の状況含む）
についての建築基
準法令に関する違
反を把握した物件

数
（C）

是正指導を行った
物件数(D) 是正指導中の

物件数(E)



５． 違法設置昇降機の是正状況等に関するフォローアップ調査結果 

（１）調査時点 

平成３０年１０月３１日（前回調査：平成２９年１０月３１日） 

 

（２）調査方法 

国土交通省より都道府県を通じて全国の特定行政庁に調査を依頼 

 

（３）調査対象 
・過去に人身事故を起こした違法設置昇降機の製造業者の製品のうち違法設置の疑い
があるものとして国土交通省が把握したもの 

・国土交通省や特定行政庁に対し、違法設置の疑いがあると情報提供があった昇降機※ 
※情報の多くは労働基準監督署の立入検査の際に把握され、厚生労働省から国土交通省に情報

提供されたもので、これらの昇降機は、主として工場や倉庫など事業場に設置され業務に使用

されている。 

（４）調査事項 

・ 建築基準法令(防火・避難関係規定等)への適合状況 

・ 是正指導の状況等（是正済み、使用停止、当面の安全対策の実施､是正計画の提出等） 
 

（５）調査結果概要（報告） 

違反が判明した台数は2,702台で、このうち是正済みは1,309台。前回調査(平成29年10月31日時点)

と比べ、是正済みは50件増(1,259→1,309台)となった。 

是正済み又は使用停止の合計の率は73.3%（H29年）→74.4%となった。 

 

（単位：台） 

(※１) 建築物が除却されたことが確認されたものは、調査対象台数から除外。新たに把握されたものは件数に追加。 
(※２) 是正指導を行った物件のうち、撤去されたものを含む。 
(※３) 当面の安全対策として、昇降路の囲い及び戸の設置、ドアスイッチ及び施錠装置の設置、乗降禁止の徹底等を行っている台数 

(※４) 是正計画が提出されている台数は、使用停止としている台数又は当面の安全対策が行われている台数と、それぞれ一部重複が
ある。 

 

（６）都道府県別調査結果 

別紙５のとおり 

  

 今回調査 

（H30.10.31時点） 

前回調査 

（H29.10.31時点） 

増減 

（今回－前回） 

 調査対象台数（※１） ２，９０５ ２，８２１ ８４ 

 

 調査済みの台数 ２，８２７ ２，７５４ ７３ 

 

 建築基準法違反なしの台数 １２５    １２９ ▲４ 

 建築基準法違反が判明した台数（Ａ） ２，７０２  ２，６２５ ７７ 

 

是正済みの台数（Ｂ）（※２） １，３０９ １，２５９ ５０ 

 是正指導中の台数 １，３８１ １，３６６ １５ 

使用停止としている台数（Ｃ） ７０１ ６６４ ３７ 

当面の安全対策が行われている台数（※３） ３５３ ３４７ ６ 

是正計画が提出されている台数（※４） ４５２ ４５９ ▲７ 

是正率 （Ｂ）／（Ａ） ４８．４％ ４８．０％  

是正済み又は使用停止の合計の率（(Ｂ)＋(Ｃ)）／(Ａ) ７４．４％ ７３．３％  



北海道 146 141 5 136 87 49 42 4 8 64.0% 30.9% 2.9% 94.9%
青森県 27 27 0 27 20 7 7 0 0 74.1% 25.9% 0.0% 100.0%
岩手県 6 6 3 3 3 0 0 0 0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0%
宮城県 11 11 8 3 2 1 1 0 0 66.7% 33.3% 0.0% 100.0%
秋田県 16 16 0 16 12 4 4 0 1 75.0% 25.0% 0.0% 100.0%
山形県 5 5 0 5 0 5 2 3 4 0.0% 40.0% 60.0% 40.0%
福島県 9 9 0 9 4 5 4 0 2 44.4% 44.4% 0.0% 88.9%
茨城県 59 59 6 53 39 14 6 4 3 73.6% 11.3% 7.5% 84.9%
栃木県 25 25 7 18 6 12 8 0 1 33.3% 44.4% 0.0% 77.8%
群馬県 27 27 2 25 5 15 15 0 0 20.0% 60.0% 0.0% 80.0%
埼玉県 138 136 2 134 71 63 32 12 17 53.0% 23.9% 9.0% 76.9%
千葉県 24 24 8 16 8 8 7 1 4 50.0% 43.8% 6.3% 93.8%
東京都 79 79 0 79 5 74 36 33 22 6.3% 45.6% 41.8% 51.9%
神奈川県 94 90 1 89 43 45 6 12 11 48.3% 6.7% 13.5% 55.1%
新潟県 133 128 13 115 53 62 25 21 13 46.1% 21.7% 18.3% 67.8%
富山県 47 47 2 45 36 9 6 0 0 80.0% 13.3% 0.0% 93.3%
石川県 13 13 3 10 9 1 1 0 0 90.0% 10.0% 0.0% 100.0%
福井県 87 86 3 83 58 23 17 6 8 69.9% 20.5% 7.2% 90.4%
山梨県 42 42 1 41 13 28 28 0 4 31.7% 68.3% 0.0% 100.0%
長野県 33 33 2 31 21 10 5 5 9 67.7% 16.1% 16.1% 83.9%
岐阜県 61 61 2 59 34 25 10 5 16 57.6% 16.9% 8.5% 74.6%
静岡県 262 262 2 260 139 121 72 45 71 53.5% 27.7% 17.3% 81.2%
愛知県 199 189 7 182 58 121 39 48 79 31.9% 21.4% 26.4% 53.3%
三重県 43 43 1 42 32 10 3 3 2 76.2% 7.1% 7.1% 83.3%
滋賀県 59 59 0 59 29 30 13 10 15 49.2% 22.0% 16.9% 71.2%
京都府 141 140 6 134 53 81 55 17 17 39.6% 41.0% 12.7% 80.6%
大阪府 365 322 17 305 119 186 69 40 18 39.0% 22.6% 13.1% 61.6%
兵庫県 148 148 5 143 76 67 39 10 7 53.1% 27.3% 7.0% 80.4%
奈良県 31 30 2 28 9 19 10 2 6 32.1% 35.7% 7.1% 67.9%
和歌山県 14 14 0 14 2 12 5 6 3 14.3% 35.7% 42.9% 50.0%
鳥取県 14 14 0 14 11 3 3 0 0 78.6% 21.4% 0.0% 100.0%
島根県 24 24 1 23 12 9 8 0 7 52.2% 34.8% 0.0% 87.0%
岡山県 105 105 5 100 53 47 38 2 10 53.0% 38.0% 2.0% 91.0%
広島県 82 82 3 79 36 43 21 4 17 45.6% 26.6% 5.1% 72.2%
山口県 28 28 1 27 19 8 4 4 6 70.4% 14.8% 14.8% 85.2%
徳島県 17 17 0 17 9 8 2 6 8 52.9% 11.8% 35.3% 64.7%
香川県 53 53 0 53 31 22 19 0 0 58.5% 35.8% 0.0% 94.3%
愛媛県 35 32 1 31 14 17 9 4 5 45.2% 29.0% 12.9% 74.2%
高知県 9 8 0 8 4 4 0 0 0 50.0% 0.0% 0.0% 50.0%
福岡県 114 114 0 114 47 68 10 23 48 41.2% 8.8% 20.2% 50.0%
佐賀県 13 13 1 12 4 8 1 7 0 33.3% 8.3% 58.3% 41.7%
長崎県 6 6 0 6 4 2 1 0 1 66.7% 16.7% 0.0% 83.3%
熊本県 33 33 1 32 10 22 10 12 3 31.3% 31.3% 37.5% 62.5%
大分県 3 3 0 3 1 2 0 2 1 33.3% 0.0% 66.7% 33.3%
宮崎県 6 4 0 4 0 4 3 1 0 0.0% 75.0% 25.0% 75.0%
鹿児島県 18 18 3 15 8 7 5 1 5 53.3% 33.3% 6.7% 86.7%
沖縄県 1 1 1 0 0 0 0 0 0 ― ― ― ―

合計 2,905 2,827 125 2,702 1,309 1,381 701 353 452 48.4% 25.9% 13.1% 74.4%
　

別紙5
平成30年10月31日時点

是正率
（B）/（A）

※１　建築物が除却されたことが確認されたものは、調査対象台数から除外。
※２　当面の安全対策（昇降路の囲い及び戸の設置、ドアスイッチ及び施錠装置、乗降禁止の徹底等）を行っている台数
※３　是正計画が提出されている台数は、使用停止としている台数又は当面の安全対策が行われている台数と、それぞれ一部重複がある。

是正済みの
台数(B)

是正指導中の
台数

違法設置の疑いのある昇降機に係るフォローアップ調査
（平成30年10月31日時点）

都道府県
調査対象台数

※1 調査済みの
台数 建築基準法違

反なしの台数

建築基準法違
反が判明した
台数(A)

使用停止として
いる割合
（Ｃ）/（A））

当面の安全対
策を行っている

割合
（D）/（A）

是正済み又は
使用停止の合

計
（（B）＋（C））/

（A）

使用停止として
いる台数（Ｃ）

当面の安全対
策実施台数
（稼働中のも

の）
※2

是正計画が提
出されている
台数※3



６． 国土交通省の対応 

○ 国土交通省は、建築基準法に違反する個室ビデオ店等、未届の有料老人ホーム、ホテル･

旅館等、病院･診療所及び違法設置昇降機について、違反又は違法設置の疑いのあるこれら

の建築物等の把握及び調査を進めるとともに、所有者等に対する是正指導及び安全対策を徹

底するよう、引き続き特定行政庁に要請してまいります。 

○  また、国土交通省では、違法設置昇降機に関する情報提供をお願いしています。 
・違法設置エレベーター情報提供窓口 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000002.html 
（『国土交通省トップページ』→『政策情報・分野別一覧の住宅・建築』→『違法設置エレベーター通報受付』） 

  TEL: 03-5253-8933 FAX: 03-5253-1630 e-mail: kenchiku-jiko@mlit.go.jp 

 

 


